
野草広場内の探検路の草丈を管理し、その後、選択的に取り除く
草の刈りこみや、実生の樹木苗の抜根、探検路ロープや杭の補修、
野草の名札付けなど、適宜必要な作業を分担して行います。
また、実生林において、樹木の成長を記録する「毎木調査」と下
草刈りや、雑木林周囲の落ち葉止めのための竹柵の補修を分担して
行います。

初めての方でも、先輩エコボラが丁寧に教えてくれます。

維持管理作業次回のおしらせ

令和２年12月5日（土）10：00～１２：００
なにわECOスクエア1階研修室集合
(作業は11:30 まで。12 時まで打ち合わせをします。)

エコボラ登録変更･退会についてのお願い

11/7みんなでつくる観察園⑦ 11/15 伝統野菜講座⑥

10/25 ハスの軸刈り
（レンコン講座維持管理）

いつも活動いいただき、誠にありがとうございます。
みんなで助け合い、学びながら活動できるとありがたいです。
今後も、よろしくお願いいたします。

３

11/7 維持管理作業
(野草広場再生・実生林創生プロジェクト)

10/24 草木の日

※お米作り講座は2ページに掲載しています。

毎木調査 杭の修繕 ロープの張替え

野草広場の草刈り後、毎木調査、杭の
修繕、ロープの張替え、湿地の草取りな
どを行いました。

「ひっつき虫の色々」
をテーマに観察会と工作

｢竹｣
ゲットで
作業効率
アップ!!

「湿地」をテーマに
講義のあと、観察や実践を行いました。

泉州黄タマネギなどの
植え付けを行いました。

11月22日のレンコン講座
の実施の準備として、蓮
田の枯れたハスの茎を鎌
で刈り、枯葉と一緒に取
り除く作業を行いました。

作業後は、水を入れレン
コンの熟成を待ち、講座
前に再び水を抜きます。

レンコンが育つ環境など
を楽しんで学んでいただ
けるよう心がけます！

大量の枯葉を撤去す
る作業は大変!!

登録事項の変更・登録証の再交付、エコボラ退会(登録証の返納)には
手続きが必要です。

登録事項の変更

登録証の再交付

エコボラ退会
(登録証の返納)

氏名、住所又は連絡先の変更は、「大阪市エコボランティア登録変更届」の
提出が必要です。

登録証を破損、紛失などで、登録期間内の登録証が使用できなくなったときは、
「大阪市エコボランティア登録証再交付申請書」の提出が必要です。

活動を続けることができなくなったときは、「大阪市エコボランティア
登録証返納届」と登録証の返納が必要です。

様式をダウンロードして提出してください↓↓
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000255683.html

【各種届の提出先･連絡先】
大阪市環境局環境施策部環境施策課
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1
あべのルシアス13階
☎06－6630－3491

更新年があります。
登録証の確認を忘れずに！


